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令和元年度第１回東大阪市みどりの基本計画審議会議事録要旨 

日    時 令和元年１１月１１日（月） １０：００～１２：００ 

場    所 東大阪市役所１８階 会議室 

出 席 委 員 

（ ８名 ） 

石原委員、今西委員、大原委員、川中委員、下村委員、住山委員、久委員 

西田委員 

欠 席 委 員 なし 

事 務 局 
野田市長、山口建設局長、光永都市整備部長、藤埜都市整備部次長、 

菊地課長、田中主査、松田係員 

議   事 

１ 開   会 

２ 会長の選任 

３ 職務代理者の指名 

４ 議   題 

【審議案件】 

議案第１号  東大阪市みどりの基本計画の改定の方針について 

議案第２号  東大阪市みどりの基本計画の基本的事項について 

５ 閉   会 

配 布 資 料 

○議事次第 

○配席表 

○諮問書 

〇議案書 

○東大阪市みどりの基本計画審議会委員名簿 

○東大阪市みどりの基本計画審議会規則 

○東大阪市みどりの基本計画概要版 

○東大阪市都市計画マスタープラン概要版 

○都市緑地法 

○都市緑地法運用指針 
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（  議  事  要  旨  ） 

１ 開会 

○開会に先立ち、市長あいさつ、委員及び事務局を紹介。 

○構成委員の半数以上の出席により会議が成立する旨を報告し、審議会開会を宣言。 

２ 会長の選任 

○会長には、久委員が選任された。 

３ 職務代理者の指名 

○会長の職務代理者には、下村委員が指名された。 

４ 議題 

    審議案件 

○第１号案件－「東大阪市みどりの基本計画の改定の方針について」 

○第２号案件－「東大阪市みどりの基本計画の基本的事項について」 

を議案書に基づき事務局より説明。 

○原案通り承認。 

５ 閉会 

○事務局を代表して山口建設局長よりあいさつがあり、審議会を閉会。 
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【質疑応答、意見等】 

「事務局」 

議案第１号、第２号の東大阪市みどりの基本計画改定についてご説明致します。 

説明内容としては、１基本計画について、２都市として目標とすべき緑地の量、３東大阪市

の緑地の現状４．計画改定について、５今後のスケジュールについて の５項目について説明

します。 

基本計画について説明します。都市緑地法第４条において、市町村は都市計画区域内におけ

る緑地の保全や緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画を定めるこ

とができるとなっております。 

基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めることによ

り、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することの実現を目

的とします。 

基本計画の位置づけは、都市緑地法に基づき市の上位計画であります総合計画の基本構想に

即し、都市計画マスタープランの基本方針に適合し、また近畿圏保全法に基づく保全区域整備

計画に適合するとともに、市の環境基本計画と景観計画に調和するものとなっております。 

都市緑地法において、基本計画に定める事項を説明致します。 

１．緑地の保全及び緑化の目標 

２．緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 

３．地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推

進の方針に関する事項 

４．特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項 

５．生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項 

６．緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であって重点的に緑地の保

全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項 

７．緑化地域における緑化の推進に関する事項 

８．緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区に

おける緑化の推進に関する事項があります。これらの項目が、法律において基本計画に定める

ことができる項目となっております。 
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基本計画の策定については、都市緑地法、都市緑地法運用指針に加え、策定の手引きとなる

「緑の基本計画ハンドブック」に基づき策定を行うこととします。 

緑地の分類についてご説明します。 

緑の基本計画ハンドブックに基づき、緑地を都市公園や都市公園に準じる機能をもつ施設緑

地と法、協定、条例等により確保する地域制緑地に大きく分類します。 

都市として目標とすべき項目について説明します。 

緑の基本計画ハンドブックに基づき、緑地目標の項目としては市街化区域における緑地の総

量、施設緑地、地域制緑地の目標の３項目とします。 

一つ目の市街化区域の緑地の総量の目標は、緑の基本計画ハンドブックによると市街地面積

の３０％以上となっております。本市の市街化区域面積は４９８１ｈａであり、市街化区域に

おける確保すべき緑地量は１４９４ｈａとなります。 

二つ目の施設緑地の目標は、住民一人当たりの面積２０㎡以上を確保することとなっており

ます。 

適合する本市の都市計画マスタープランの目標年次である２０３０年の社人研推計人口を基

に算出しますと、本市の整備すべき緑地の目標値は９０６．４ｈａとなります。 

施設緑地は、大きく都市公園と都市公園以外に分類されており、都市公園法施行令において、

都市公園の目標は住民１人当り面積１０㎡となっていることから４５３．２ｈａとなり、残り

の４５３．２ｈａが都市公園以外の目標となります。ただし、本市は、市街化調整区域の大部

分が、地域制緑地となっていることから、目標の達成には市街化区域において施設緑地を整備

する必要があります。このことから、市街化区域において、９０６．４ｈａの施設緑地の確保

を目指します。 

三つ目の地域制緑地の目標については、確保すべき緑地の総量が１４９４ｈａで施設緑地の

目標値が９０６．４ｈａであることから、残りの５８７．６ｈａを地域制緑地の目標とします。 

東大阪市の市街化区域における施設緑地の現況を説明します。市街化区域における施設緑地

は主に、都市公園、学校等のグラウンド、河川緑地、街路樹、都市農地等があります。その面

積は約３１０ｈａとなっており、市街化区域の目標である９０６．４ｈａに対して約６００ｈ

ａ不足している状況であります。 

次に、東大阪市の市街化区域における地域制緑地の現況を説明します。市街化区域における

地域制緑地は、風致地区、緑地保全地区、生産緑地地区、保存樹等があります。その面積は、
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約１６０ｈａとなっており、市街化区域の目標である５８７．６ｈａに対して約４２０ｈａ不

足している状況であります。 

これまでの説明は、市街化区域内における説明でありましたが、東大阪市内全域における全

緑地の状況をご説明します。市域全域で緑地面積は約１，５８０ｈａで、市街化区域内におい

ては約４７０ｈａとなっております。東大阪市の緑地の現状についてまとめますと、市街化区

域の緑地面積については、１４９４ｈａの目標値に対して本市は約４７０ｈａと１０２０ｈａ

以上不足しております。その内訳としましては、施設緑地については、目標値の９０６ｈａに

対して、約３１０ｈａで、約６００ｈａの不足、地域制緑地については目標値の５８７．６ｈ

ａに対して、約１６０ｈａとなっており、約４２０ｈａの不足となっている現状です。 

これらの現状をふまえ、計画の必要性を説明します。都市が目指すべき緑地の量に対して、

本市は緑地が不足しており、都市緑地法が目的とする健康で文化的な都市生活の確保に寄与で

きていない現状であります。このことから、市域において不足する緑地を確保することが急務

となっております。不足する緑地を確保するためには、緑地の保全と緑化の推進を効果的に進

める必要があり、実施する事業を一元管理するために計画を策定します。 

東大阪市では、都市緑地保全法（現：都市緑地法）に基づき、緑地の保全、緑化の推進を総

合的に推進する基本計画として、東大阪市みどりの基本計画を平成１５年に策定しております。

当計画は、目標年次を令和２年度とし、基本目標、基本方針、目標値を定め、その目標を実現

するための推進施策をまとめた計画であります。その現行計画に掲げる目標指標において、目

標値の達成状況をご説明します。 

一つ目の目標指標である施設緑地については、目標値を約８００ｈａと設定しており、当時

約７００ｈａでありましたが、現在約６８０ｈａと減少しております。 

二つ目の目標指標である地域制緑地についても、目標値を約１２５０ｈａと設定しており、

当時約１２３０ｈａでありましたが、約１２１０ｈａと減少しております。 

三つ目の目標指標である緑被率については、目標値を約７．４％と設定しており、当時約６．

７％でありましたが、現在約６．２％と減少しております。このことから、四つ目の目標指標

である市域全体の緑地の総量についても、目標値を約１７５０ｈａと設定しており、当時約１

６２０ｈａでありましたが、現在約１，５８０ｈａと減少しており、目標は全ての項目につい

て未達成であります。 
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実際には、目標が達成できていないだけでなく、全ての項目において計画策定時の数値より

も減少している状況にあることから、目標値や実施する施策の見直しなど抜本的な計画の見直

しが必要であると考えています。 

計画改定の方針を説明します。 

①緑地の保全、緑化の推進に関する法及びこれに係る制度の変化を反映する計画とする。 

②令和３年４月公表予定の新総合計画の基本構想に即する計画とする。 

③現行計画の成果と課題を検証し、より効果を発揮する実施計画とする。 

これらを方針として改定を行うこととします。 

ここで、主な法改正についてご説明します。 

平成２９年に都市公園法、都市緑地法、生産緑地法等の改正が行われました。 

都市緑地法の一部改正としては、緑地・広場の創出を目的に①農地が「緑地」の定義に含ま

れることが明記されたこと②民間主体が市民緑地を整備・公開する制度を創設されたこと。③

緑の担い手として民間主体を指定する制度が拡充されたことが主な改正内容であります。 

都市公園法の一部改正については、都市公園の再生・活性化を目的に①都市公園で保育所等

の設置が可能となったこと。②民間事業者が都市公園内での飲食店、売店等の施設の設置する

ことが可能となったこと。③公園管理者が公園管理者と地域の関係者などから組織される協議

会の組織が可能となったこと。が主な改正内容であります。 

生産緑地法の一部改正としては都市農地の保全・活用を目的に①生産緑地地区に指定する下

限面積を条例により３００㎡から５００㎡未満の範囲で定めることができることとされたこと

②製造・加工施設、直売所、農家レストランを設置可能な施設として追加されたこと③特定生

産緑地指定制度が創設されたことが主な改正内容で有ります 

これらの内容を踏まえ、平成３０年４月に基本計画に定める事項に、都市公園の管理の方針

に関する事項、生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項が追加されました。 

 この法改正を受け、本市の生産緑地地区に関する取り組みについてご説明します。 

 本市では、緑地が減少している状況において、身近なみどり・うるおいを確保することや災

害に対して脆弱な市街地の防災性を向上することを目的に、指定面積要件を引き下げる条例を

制定し、平成３０年３月３０日から指定面積要件を５００平方メートル以上から３００平方メ

ートル以上に引き下げました。 
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 また、生産緑地地区内での農家レストラン等の設置行為等への対応や、現在の生産緑地地区

を特定生産緑地地区へ指定するための取り組みを担当部局にて進めている現状であります。生

産緑地地区の指定状況は現在、６５７地区で１１１．２９ｈａとなっております。 

改定計画の対象区域と計画区域についてご説明します。対象区域は都市計画区域（市内全域）

とします。ただし、近郊緑地保全区域について施策の対象区域から除外します。 

また計画期間については、上位計画の都市計画マスタープランや新総合計画と同じ２０３０年

度を目標年次とします。 

施策の対象区域から除外する近郊緑地保全区域について、ご説明します。近郊緑地保全区域

は、本市の東部に存しており、大部分が本市の市街化調整区域内にあります。当区域をみどり

の基本計画の施策から除外するのは、当区域は「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」によ

り、緑地の保全が図られていることと、森林法に基づく東大阪市森林整備計画により施策を実

施していくからです。ただし、生駒山及びそこに存するみどりは、本市の貴重な財産であり、

保全・活用することを都市計画マスタープランにも定めていることから、引き続き市街地にお

けるみどりの眺望資源に活用することなどを検討します。 

改定計画の基本目標と基本方針を説明します。改定計画の基本目標は、令和３年４月公表予

定の新総合計画の基本構想に即する必要があることから、新総合計画の基本構想においてめざ

す将来都市像とします。 

改定計画の基本方針は、都市計画マスタープランに適合する必要があることから、都市計画

マスタープランにおいて都市づくりの基本方針である「水・みどり・歴史のネットワークを形

成し、都市内にうるおいを導入します」とします。 

今後のスケジュールといたしましては、来年２月頃に第２回審議会を開催する予定としてお

り、諮問内容は「施策の方針と具体的施策について」とします。来年度は審議会を３回開催し、

５月には「実施計画及び目標値について」、８月には「第二次東大阪市みどりの基本計画（素

案）について」諮問させて頂きます。１１月には、都市緑地法に基づき市民の意見を聞くため、

公聴会を開催し、その結果を踏まえた案を１月に諮問させて頂き、３月に新計画の決定を行い、

２０２１年４月１日から第二次東大阪市みどりの基本計画を公表することとします。 

「委員」 

説明ありがとうございます。委員の皆様いかがでしょうか。 
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「委員」 

９ページの所で説明頂きました、例えば緑地が７００平米が６８０に減ったという、そうい

う原因は何なのでしょうか。 

「事務局」 

 平成１１年から平成３０年までという形のデータで言いますと、施設緑地、地域制緑地、共

に農地が宅地化にされたということが主な原因となっていると考えております。 

「委員」 

 いかがでしょうか。ちょっとそれに関連して、少し私の方からお話をさせて頂こうかなと思

いますけども、この資料で言うと１０ページの所でそれぞれの緑地に関する法律の改正という

所がございまして、今まではどちらかというと農地というのは市街化区域の中にはない方がい

いといいますか、市街化を促進する区域でしたので、積極的に農地を守るという方向ではなか

ったのですが、これからどんどん人口が減って行くという中で、積極的に農地を制度的にも残

して行きましょう、というような制度に変わりました。その結果、例えば今まで５００平米以

上ないと緑地に指定が出来なかったんですけども、条例によって先程もご説明させていただい

た３００平米以上で生産緑地に指定することができるようになりました。 

また、農家の方にとっては農業として、ちゃんとご飯を食べられなければ満足できないだろ

うということで、農家レストランであったり、稼ぐ施設を作ってもいいですよっていう内容に

改正されました。その辺りをどのように東大阪市としては受け止めて行くのかという所が先ほ

どの住山委員のお話の延長線上でございまして、せっかく法律が変わって農業を守って行く、

それによって農地を守って行くという方向に変わって行きましたので、そこをどのように今回

の計画でも上手く受け止めて行けるのか、ということが勝負ですね。 

なかなか今の東大阪市の農業の現状で言えば、その大規模な農地を確保できないという方、

あるいは市街化の波の中でどのように業として農業をやって行けるのかというのは、これから

私達も知恵を出して行かないといけないという思いでございます。 

「委員」 

 農地が減少しているのが一番の大きな問題だとおっしゃっていただいているのは我々の世界

については抜本的に考えて行かなければならない問題でございます。従来から私どもの方では
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定年起業者また新規の就労者のために運用塾を開いたりして何とか農家人口を増やしていきた

いという風に考えておりますが、議長の方からもお話ございました通り、生業としての農業と

いうのは小さな面積にはなかなか成立しないということもございまして、業として成立しない

以上、各地転用をして不動産所得を求められるという方向に傾いている、体制が傾いていると

いうのが現状です。 

また、一方相続ということもございまして、いかに生産緑地で守られた農地であっても、相

続税の課税対象としては非常に大きなものがございますので、その関係で売却される、また委

員がおっしゃったような内容がございます。 

今度一番の争点になるのが２０２２年問題と申しまして、今申されました生産緑地法がちょ

うど３０年目を迎えられまして、いよいよこれをきっかけに各地転移をせざるを得ないという

農家がどんどん出て来るんじゃないか、というのが大方の見方でございます。何とか農協とし

てはそれを若干でも減らして行きたいという風に考えますが、市と協調しながらそういう新し

い特定生産緑地に移行して頂けるような形で何とかならないかという風に考えています。 

「委員」 

 ありがとうございます。そういう意味では最後の方に今回の基本計画の策定の基本的事項の

ご説明ございますけども、私の方からも事務局の方に事前にお願いをした所なんですね。 

やはり農地を守ることと農業を進歩する事っていうのは、表裏一体ですので、違う産業の部

署の話にはなってしまうんですけども、やはり農業振興の方も、一緒に市役所の方にも考えて

頂かないとなかなか空間としての農地の保全だけでは、なかなかうまく行かないだろうという

ことです。 

またいろいろ今後、農業振興の政策からの追い上げもちょっと考えて行かなければな、とい

う風に思います。 

「委員」 

 何点かあるんですけど。１つは今日ご説明いただいた基本計画の会議になったマニュアルに

基づいてというお話がありました。これもう２０年ぐらい前のマニュアルで、それから組合委

員がお話されたように減っているという状況をいかにやっぱり真摯に受けとめるかというのが

非常に大事な話だという風に理解しています。 

先程委員からもお話があった１０ページを拝見しておりますと、これの左上に計画の改定と
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いうのがあるんですけどこの中で、一番上ですかね。緑地の保全、緑化の推進に関する法及び

これに係る制度の変化を反映するとありますが、ここ１５年間に成し遂げられなかった、その

今まで頑張って来たのに、だんだん緑地が減って来ている現状で、ここはやっぱりもう１回ど

うしていくかというのをしっかり書かないといけない。法制度が変わった度に農地を地域制緑

地に増やすことによって面積が確保できましたというのはやっぱりちょっとずるいような気も

します。 

それは一方でしっかりと法制度が改正になったのでそれを契機にというのはよく理解できる

ので、それはしっかりやられたらいいと思うんです。もう１回本当に施設緑地、特に都市公園

を中心とする公園面積をいかに本当に確保して行けるような手だてを予算の無い中でやって行

くのかっていうことを書いておかないとだめなんじゃないかなということは思います。 

１つは農業で、特に先程説明がありましたが、やっぱり３０年問題で、いきなり転用されて

農地が市街化区域内の生産緑地が減って行くというのは非常に憂慮すべき検討なので、それは

３００に切り下げられてやって行くというのは１つの方法で、それで面積を増やしていくって

いう方法もありかと思います。 

今の市街化区域内というのは、元々は市街化を促進する区域ですので、その中で農地を残す

意味というのは相反する法律なので、うまく生産緑地法を活かして、残して行くっていうのは

これも非常に納得できる話なので、これもしっかりやっていくべきだと、私も事務局案で間違

っていないと思います。ただ、正直に減少している現状はしっかりとふまえて、何らかの手立

てを、前回の緑の基本計画と違う所にどれをプラスオンして、政策を優遇させるというところ

をやっぱりしっかり書いておかないと、なかなか見直しの意味っていうのが失っているんじゃ

ないかなと思います。 

それともう１点は、また後日説明あるかとは思うんですけど、都市緑地法の改正が２，３年

前にあって、やっぱりこれからマネジメントが大事だという風にかなり言っている訳ですね。

で、新たな公園整備手法として、１つはＰＭＯとか指定管理以外に、さらにＰＦＩとか、色ん

な公園事業資本によって公園を新たに作っていこう、中身を改変して行こう、という動きが大

きな指針ではやっていっているわけですよね。 

ですから、本市の都市公園について、市長さんがラグビー場の話もありましたけど、ああい

う風なブランド化と同時にもう少しスポーツ公園的な所を頑張るのか、国営公園も一緒にやっ

て行くのか、なんかちょっとそういう風な目的というか方向性を持って公園の整備というのが、

１つは新たな事業資本ということを言っており、あとは市民参画型、今日もおっしゃられてい
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るように、やっぱり町中の緑をしっかり伸ばしていこうという風な公園の市民参画型緑づくり

みたいなのを、やっぱり増やしながらマネジメント計画でちゃんとＰＤＣＡに回したり、しっ

かりと事後評価として次の計画に結びつけて、それも参画型でやって行くような仕組みづくり

というのをちゃんと今度の緑の基本計画では後ろの方もしっかりと、６章、７章になるんです

かね。ちょっと後ろの方のいつも市民参加でやりましょう、だけじゃなくて。その辺の仕組み

もしっかりと書かれるような計画であってほしいので、それがこの１０ページのこの３つ。左

上の項目で、方針はここだけだという風なことで、ちょっと不安が残るというか疑問が残りま

す。 

「事務局」  

 この３つは、改定するのにあたりまして、こういった方針で進めるということをまず改定す

る方針でございます。その下に、今後また施策の方針っていうのをまた今後諮問させて頂きま

す。改善にあたってまず大きい３つを、この３つで改訂したいということでございます。 

「委員」 

 はい。ということで、先程申し上げた、例えば生産緑地、農地の制度化によって面積を増や

していくのも１番に該当するような内容だと思うんですけど、現行の３番目の現行の成果と課

題を検証しその効果を発揮する実施計画。これ実施計画までは基本計画でいらないとは思うん

ですけど、どう取り組んでいくかっていう所は書いておかないとあかんのと、面積どう増やし

ていくかっていうことと、あとはマネジメントプランだとか、市民参加型の話だとかっていう

所をこの３番目に該当しているのかどうかね。 

「事務局」 

 前回の計画が、実施計画やスケジュール管理が定められていないものでございましたので、

今回の改定では、理念だけではなくて、どういう事業や施策をいつまでにやるかということに

重きを置いた実施計画という風に書かせて頂いています。スケジュール計画をきっちりしたい

ということでございます。 

「委員」 

 委員がおっしゃるのは、都市公園の方が改正になって、市自らが管理しなくても指定管理者
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にお任せをする、とか、その中で例えばそのカフェが出来るとか、もっと活用できるような形

を進めて行こうとなっていると。 

そういうようなものを今回のその緑の基本計画に盛り込んで積極的に進めて頂きたいという

ご希望もあって、市役所として公園管理の部分というのが大きく変わった中で、緑の基本計画

に今回はなるべく追加反映できるんでしょうかということであると思われます。 

「委員」 

 ありがとうございます。まぁ数値の面積を増やすだけじゃないですよという所をどれだけし

っかり書いて頂くかという所が、後々の議論に出て来るのかどうかなので、それを議論化する

ためにはこの３つの方針の中に盛り込まれていないと、これから話題から外れて行っても行け

るということになりますのでね。この３つで大丈夫でしょうかという確認なんです。 

方針ですからね、これに基づいて改定案だけ出るということなので、今申し上げているよう

に市民参加型というか公園が新たな事業資本であるとか公園の中身であるとかのマネジメント

プランというのはこの３番の効果を発揮する実施計画をするっていう項目に入っているんでし

ょうか、ということです。それが１番に入っているのか。 

「事務局」 

 その今ご指摘いただいた内容は、１番で反映したいと考えております。 

「委員」 

 ということですね。はい。ここから順番にまたゆっくり展開できたらいいんですけど。また

お話が全部じゃないですけど、ほとんどが面積を増やしていくっていう話に終始偏っているよ

うな印象を持ちましたので。 

 また、２番目でレストラン、カフェとかっていう話もそうですし、改定というのが、大きな

緑の計画の中には盛り込んでいくべき内容がかなりありました。これ以前の緑の基本計画やっ

たら楽だったんですけど、この改定案になってから、かなりね、スリム化させるとか運営化さ

せるっていうのがかなり強調されて来ているので。このあたりもしっかりと対応した基本計画

であってほしいなという、緑の基本計画であってほしいなと願っておりますので。質問させて

頂きました。 
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「事務局」 

 ご指摘の通り、法改正をふまえて改定することを考えております。 

「委員」 

 委員の話から話を展開するということになりますけれども、先程は、農地の減少ということ

で、それをいかに守って行くかというような話だったんですけど委員のお話を別の角度から見

てみますと、これからのいわゆる施設緑地も大変頑張って行かないといけないわけですね。 

そうすると、農地以外で施設緑地を確保しようと思えばかなりその作って行く、創造するっ

ていう立場がいるわけですね。で、先程ご意見のご回答の中には農地の話が一番大きく出まし

たけども、結局それ以外の所で緑地を増やしていけていないということですね。で、そうする

と、今後それどうするのか、で、なぜ増えなかったのかということと、今後どうするのかとい

うことで、創造する部分というのもかなり積極的に取り入れて行かないといけないんじゃない

かというご指摘でしたので、ちょっと次回で結構ですので、創造する部分がどれだけ作れる、

できているのかという所もデータとして頂きたいなと思います。 

１つ具体的に言いますと、公共施設の中で一番新しいのは多分その文化創造館だと思います

が、文化創造館もかなり積極的にオープンスペースを緑化してくださっていますけどね。あれ

で何平米確保できているんだろうか、とかですね。 

今後、どんどんそのこういう形で公共施設を整備する時に、まず公が、行政が、先導してど

んどん緑を増やしていくっていう方向に行っていただくのが私いいと思うんですけども。じゃ

あそれでどれだけ稼げるっていう計画になっているのかどうかですね。あるいは、民間施設、

例えばマンションを建設する時にも緑地を取っていただいていますけれども、それがどれぐら

いの積み重ねで取れているのかどうか、ですね。できるだけ公開空地として提供できるように、

取っていただくようにするためにはどういう政策が取れるのかどうか、そういう所も教えて頂

きたいし、それから景観の方もお伺いしますけれども、最近は工場にも新築の場合には、新設

の場合には、緑地を確保しなさいっていう風に話をして頂いていますから、それがこう積み重

なると緑地面積としてどれぐらい確保できるのかどうか、そういうことも、戦略的にこれから

も出来ればと思っていますので、ちょっと現状とそれから政策展開としてどう考えるのかって

いうのは次回以降もう少しご指導いただきたいなと思います。 

あと委員の方から、市民との協働ということで言うと、この中で言うと今米緑地の保全を積

極的にやっていただいていますけど、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、もっと市役所も応
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援して差し上げて欲しいと思っているんですね。そういう意味では今米緑地を始め、市民が積

極的に緑を守り、管理をしていくっていうことに関して緑の基本計画の中でどう位置づけて頂

いて、より積極的に市民が関わるような形での制度を作っていただけるのか、とかですね。そ

の辺りも是非とも次回以降は具体的な案件を見据えながらちょっと検討して頂ければありがた

いなという風に思いますけれども。 

「委員」 

 先程のおっしゃったように景観法、景観条例に関する景観計画と、都市計画で言うと、都市

マスタープランの話は書いておられるんですけど、この立地適正化計画は都市計画で作られて

いますか？ 

「事務局」 

 策定しております。 

「委員」 

 居住の誘導の外れた区域もあるんですか？東大阪市の。 

「事務局」 

 あります。 

「委員」 

 あるんですね。多分都市緑地の施設緑地か地域制緑地とか、残し方の意味っていうのも、そ

の辺りの兼ね合わせを考えて行く必要があるかなって、立地適正化計画で言うと、中心に施設

を集める区域と、居住の区域と、それ以外の所っていうのはまぁ、言いにくいですけど人が出

来るだけ居住誘導の方に移って下さいねって言うような方向性を、無理があると思うんですけ

ど国は言っているわけですよね。 

その中で外れた区域っていうのは地域制緑地の残し方というのは残しやすい可能性が出てく

る、本当はそんな上手いことは行けへんと思うんですけど、計画の中でどこまでそういう風な

人の居住、それから都市活動を起こす区域とそれ以外の生産緑地や農地や、そういった所で保

全して行ったり残して行けるような所で絵を描くのと、やっぱりこう違ってくる、単なる用途
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の中の市街化区域の市街化調整区域の中の生産緑地の話だけではなくて立地適正化計画のゾー

ニングの中の話もやっぱり一部関係して来るんじゃないかなという風に思いますので、その辺

はちょっと丁寧に見て行く必要があるのではないかなという気はいたします。あと根本にある

のはね、やっぱり昭和１６年の大阪緑地計画と思っています。 

その時にこの辺りっていうのは多分農地がいっぱいあったはずなんですよね。それが残念な

がら農地がなくなって、ご懸念されていたようにほとんどなくなったんですね。うちでも一回

調べましたが、９０年代にほぼなくなっているんですよね。ですので、それもどういう風にも

う一回農地を復元するっていうのは無理なので、市街化区域の中の工場やとか、住宅の中でい

かに昔の緑地帯の構造を考えながら緑を特に１０年地区には指定できないんですけど緑をどん

どん、こんな風に元々の緑の構造のように帰していく所っていうのはこの辺の地域ですよって

いう風に、なんかこうモデル地区を指定しながら、とか、なんかこう緑を市民の方々と工場の

事業者の方々と一緒に取り組んでいくような、なんかそういうようなコンセプトも必要になっ

てくるん違うかなという風に思いまして、なんか拠り所というのを見出して行きながら計画は

作って行った方が良いん違うかな、という風に思います。 

過去に縛りついている必要はないんですけど、やっぱりなんかどこかを重点的に緑を残して

いくっていうのは、どこかに根拠があった方がいいかなという風に思ったりしますので、外し

てもらっても結構なんですけど一度検討いただいてもいいかなという風には思います。 

「委員」 

 ありがとうございます。私冒頭のご挨拶の中で東大阪らしい計画を作れないだろうかみたい

なお話もございましたけれども、それは委員の方から昭和１６年の大阪緑地計画というお話が

出ましたので、ここをどう捉えて行くかっていうのも東大阪らしい計画になるんじゃないかな

と思いますね。 

私の方から解説をさせて頂くと、当時どんどん、大阪市が拡大していく中で、それをなんと

か押さえようということで大阪市の周辺を緑地帯でつないで行きましょうって計画があったん

ですね。で、それが実は今の中央環状線のラインと全く一緒です。多分先行買収されていた所

の緑地を使いながら、大阪地方環状線が開通していると思います。 

ちょっとまた狭い話になりますけど、先行的に緑地としてできた所が北からいうと服部緑地、

それから鶴見緑地、そして久宝寺緑地、そして大泉緑地、この４カ所の大阪府営公園がその大

阪緑地計画の先行買収の大規模緑地として取られたんですね。それをうまく今の地方環状線が
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結んでいるということでいうと、ちょっと私は非常に残念だなと思っているのが、その環状線

の所に、市民の方々も積極的に関わって頂いて緑地を作ってきたのですが。 

今モノレール延伸が始まっていますので、一旦そこをまた更地にしてモノレールが走って来

るということで逆に緑地が減っている訳ですね。それを、どういう形でモノレール工事が終わ

った後、もう１回復元していくか、とか、あるいは新駅も出来る訳ですので、新駅の所に施設

緑化として創造的な立場で今度どういうように緑地が作って行けるのか、とか、そういう所を

考えて行くのも東大阪らしい所ではないかなという風に思っています。 

非常に貴重なご意見賜ったと思いますので、また東大阪市の緑の歴史という観点から、少し

検討いただければありがたいなと思います。 

「委員」 

 私東大阪市の緑の市民の会という中の会長をさせていただいておりまして、１０月の１９日

に花園ラグビー場でですね、グリーンフェスタを東大阪市と共催でやらせて頂きました。 

第５回目をやった訳でございますけども、５年前に、ですね、ラグビーのワールドカップが

来ると、たくさんの外国の方、または国内の方々がこの東大阪のラグビーの聖地に来てもらえ

るというような所で、おもてなしとして、グリーンフェスタを開催させて頂きました。今年ラ

グビーのワールドカップも終わって、ですね、次にどういう形でそのグリーンフェスタなり業

界の市民参加型のイベントをして行くかという所が今後の課題になっておりまして。当初５年

前にその公園の、花園中央公園、東大阪の今ど真ん中でやるにあたって、５年後、東大阪内の

大きい公園にて、そういうイベントをしていこうとなりました。 

その内容は、市民がここに来て頂いて、種の植え方、それをまいて、プランターに、植えつ

けまして、家の前なりに置いてもらえるような、そういう気概で続けております。そういった

形で住民の方に緑化を、プランター自体がその緑化の面積に入るかどうかは別として、市民の

方、一戸建てに住んでいる方、マンションでしたらベランダの方に、花を植えるとか、苗を植

えるとか、そういう形でしていただいたらいいのかなという風に思って東大阪を花いっぱいに

して行くというような運動をしております。 

花苗工房という所にボランティア団体の方々が、都市施設や駅前とかのプランターの維持管

理をして頂いているんですけども、それをもう少し広めて行きたいと思います。なかなか高齢

の方が増えて行きまして、難しくなってきているという風に聞いております。 

しかしながら、そういう施設を市の方が作って頂いて、そういう緑化をして行こうという
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方々が集まれる所を、それを拠点として花を絶やさないように作って頂いて、各自治体の方々

に無料配布できるような、そういう資産を考えて欲しいなという風に思っております。各家に

置きますとやはり花の意識とかできますし。今は司馬遼太郎記念館の方でもボランティアをや

っており、当初司馬遼太郎記念館の中だけで、やっておったんですけども、今は外に出して行

こうと。町の中にその菜の花のプランターを置いていけるようなことを考えてやらせて頂きま

してこれで１５年、地域の方々が小学校、大学の方々の他、企業の方々も参加し、育てたもの

を２月の１１日が司馬遼太郎先生の命日でございますので、大体１月の末から２月のはじめに

かけて配置をして、３月末ぐらいまで展示するんです。 

本当に春一番に、冬に花が咲くような、そういったイメージを持って、グリーンフェスタを

開催したわけなんですけども、なかなかそこの地域では難しかった。そういう意味で次からは

各公園でそういったイベントをしたいなというような気持ちを持っております。 

農地を相続なり売られてしまうと、ですね。空き地になってしまう確率が高い。そこで、仮

に３００平米までに、農地を補填されても、ですね。その元々あった部分は宅地ということに

なりますので、宅地が建つとか工場が建つとかいう所でしっかりちょっと縛りを設ける、緑地

面積を必ず考えてもらうなどがあります。 

一時その壁面緑化などもいいのかなという風に思っていたんですけども、緑地の面積を計算

するのはやっぱり上から撮った所しか見てくれないような所もあるので、うまく壁面緑化でも

ＯＫというような形をとることにより、数値目標で言えばその辺の緩和する方法も考えてもら

ったらどうかなという風に思っています。 

「委員」 

 ありがとうございます。ちょっと先程の委員のお話を受けて、もう一度スライドの４ページ

の所を見て頂きたいなと思うんですけど、ざっくり整理をさせていただくと、新しく作って行

くタイプの緑地が施設緑地、それから今あるものを守って行こうというのが地域制緑地という

ように考えて頂くと、分類はざっくりでいいのかなと思うんですね。 

そういう意味では、この地域制緑地の所が法協定条例等により確保する緑地って書いていま

すので、法律は国なので何ともしがたいのですが、協定、条例というのは東大阪市が作れる訳

ですから、様々なものをこういう協定とか条例に位置付けることによって、どんどんここに、

算入することが出来て行くわけですね。そういう制度設計なんかも積極的にやっていただけれ

ばと思います。先程、委員がおっしゃった話で言うと、プランターを置くっていうことを今カ
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ウントできないんですけども、それをどういうような形で制度に乗っけて行って、カウントし

ていくか、とかですね。あるいは近畿大学もここにありますけど、近畿大学にもたくさんの緑

地がある訳ですが、それをその施設緑化として施設緑地の中に組み込むのか、あるいは、地域

制緑地として保全条例協定を結ぶことによって入れ込むのか。こういう工夫をすれば、大規模

な緑地を持っている所というのが、どんどんここに参入できるようになってくるわけですね。

そういうのがちょっとその知恵というか、皆さんと一緒に生み出していければと思います。 

それから市の方、あるいはコンサルの方には、全国の事例を調べて頂いて、こういう制度を

作れば積極的にこういう所に算入できるよっていうことも教えて頂きながら東大阪でいろいろ

検討出来たらなと思っています。ちなみに私は屋上緑化というのが１つの点かなと思っている

んですけど。土地がなくなると言いますが、建物を、屋上を、地面が上がった土地だと考える

と土地はなくなっていないですね。上から見た時にちょっと高さがあるだけでいっぱいその土

地は、そのまま残っているわけですね。そういう上を、屋上を緑化していくという部分を考え

て行けば、様々な所に緑を作れるはずで、その辺りの何かアイデアですね、いろいろ頂ければ

ありがたいなと思っている所でございます。 

「委員」  

 屋上緑化についてですが、例えば、ある都市では屋上緑化をするのに補助金を一定の期間行

い、この期間にたくさんの屋上緑化がされて賑やかな町になったという事例もございますので、

そのような制度の話を、頂けたらなという風に思いました。 

一方緑の基本計画をなかなか達成できないひとつの要因として市民の方の緑に対する価値と

いうのがちょっとまぁそれほど価値が、持ってないという点が大きなハードルなんじゃないか

なと思いますので先程委員が教育的なことをされていますし、委員の今米緑地など緑の価値を

向上させていくような、市民の中で、皆様の中で、緑の価値を向上させるような何か教育みた

いなものをお考え頂いたりとか、あとこの基本計画を作ってもその計画自体をそもそも知らな

いということが多いかなと思いますので、計画をわかりやすく周知するようなホームページで

あるとか公聴会以外の何か開催であるとかからもう少し緑に関心を持っていただけるんじゃな

いかなと思います。 

「委員」  

 はい。ありがとうございます。この辺りは委員の方が詳しいかもしれませんけれども、シン
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ガポールなんかは限られた国土の中でどうやって緑を増やしていくかという所で、積極的なビ

ルの緑化、施設緑化をやっていますよね。こんな所にこんな緑の植え方ありますか、みたいな

事例もシンガポールへ行かせてもらうとすごい、新たな発見をすることもあります。そういう

色んな事例も含めながら次回以降検討させて頂きたいと思いますし。最終的には先程から言っ

ていますように、どういう形でこれを制度に乗っけて行けるのかという所も検証していければ

と思います。 

「委員」 

 ちょっとこれは細かい質問なんですけど、屋上緑化の話が出て参りましたが、本市は、屋上

緑化は２分の１カウントされているんですか。こういう面積として、大阪市は確か２分の１カ

ウントだったような。ちょっと変わっているかもしれませんが。 

「事務局」 

 今回の数値を算出した中に入れておりません。 

「委員」 

 もともと緑化の３パーセント面積確保してくださいというようなカウントは、堺市は高木一

本が１０平米カウントなんですね。で、大阪市は人工地盤上の２階以上の緑地帯を２分の１カ

ウントしておられたんですけど今どう変わっているかわからないですが、今回そういう手立て

をしっかりと推進していくためには、会長がおっしゃるように必要ですし、委員がお話ありま

した屋上緑化の向上なんかも大阪府が以前、緑の基金が３分の１補助と１０億円、あんまりた

くさんの量じゃないので、更に持ち出しが多くなって推進の促進に役立っているかどうかちょ

っと予想はつくんですけど、まだまだ制度の導入があって市が追及されてなんかそういう制度

があれば運用されるとか、先程花苗の話もありましたけど、大阪府も去年ぐらいから結構地元

の小学校等に結構花苗を供給されているような授業を毎年やられたりとか、なんかちょっとそ

ういう所を、情報提供されるようなそういう自分の所はお金出さなくても、なんかいろいろ制

度をこうご紹介したり中を取り次ぐようなことで、ちょっと見据えて緑化活動を増やす、そう

いうことを書いておけるような項目であってほしいなと願っていますね。 

どこまで実施計画的な所というか案内、概念だけじゃなくて、もうちょっと推進に向けて位

の所でどういう言葉で書ききるかという所をやっぱり研究せなあかんかなという風に思います。 
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「委員」 

 私からも１つだけ。今大阪府を中心に風の道を作って行こうと東西の幹線道路沿いの建物に

緑化をしていく、市民の方にしていただくと容積率を保つような、様々やっていますよね。あ

あいう物も積極的にその東大阪市も使って頂けるとかですね。いろいろあると思いますので、

またちょっと今まである制度を上手くバージョンアップするためにリストアップをして頂けれ

ばありがたいなと思います。 

「委員」 

 ２年ほど前に東大阪市さんの地域助成金の研究をさせて頂きました。その当時農家さんへの

アンケートへ結果で言うと生産緑地２０２２年問題の所で、まぁそれほど手放さないのかなぁ

という印象を受けたのですが、本日委員からお話を伺って、やはりいろいろと制度が固まって

来ると本格的に判断を農家さんもせざるを得ないので、いろいろとやはり当時調査した時より

も厳しい数値が今後出て来るのかなという印象を持たせて頂いています。 

そういった点から、実はこの計画の数値を拝見していて、私は元役所にいたので、やや過剰

の設定じゃないかなと思います。 

言い方に語弊があるかもしれませんが現実を直視した場合にこの高い数値設定で大丈夫かな

というのは正直心配に思ったりはしています。ただし今委員方のいろいろな議論を伺っていて、

市さんがさらに公園を作って行くっていうスタンスだったら別なんですけど、ビルの中をどう

やって緑にして行くかっていうのは数的には確保できるかなという印象を持っています。 

それと、これはもう全然本当にわかりませんけど、実は今別の所で私自身が勝手に調べてい

る所で、大阪市内ですけど、ほぼ農地の無い所ですが、宅地から農地にしている所があります。

税制上どうしているかがまだ、今年から動き出しているので多分来年以降にならないとわから

ないと思いますが、要は連担していないので、生産緑地に政策上ならないと思います。それで

も建て替えるより市民導入した方がいいというご判断を地主さんがされたようです。逆に言う

と東大阪市さんも減っては来ていますが、まず民間の考え方で、生産緑地に編入できる余地が

まだいくつかあると思っているので、そこの残っている所をいかに活かせるかが鍵かなと。本

来だったら交換とかいろいろできるといいんですけど、なかなかこういう契約は多分もたない

と思いますので何らかの工夫をしていかないとなかなかこの数値を出すことは大変かなという

印象です。 
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 「事務局」 

 はい。ご指摘頂いた通りでございますが１４９０ヘクタールを目標にするというのは、都市

として目指す目標値というのがまず法律に基づいて定められているものでございます。ただし、

ここから実施計画として今後の１０年間にて事業や施策を実施することで、いきなりの目標達

成というのは難しいのは承知しております。今後の１０年間で出来る目標値というのを設定し、

進めて行きたいと考えているものでございます。 

「委員」 

 それは要するに、現状、令和２年度で８００平米なり１２５０平米に設定していた目標値と

いうのを平成３０年の現状を踏まえた上で、もう１回考え直すという理解でよいですか？ 

「事務局」 

 おっしゃる通りです。 

「委員」 

 ただ、この国が目標としなさいという所から比べるとかなり乖離があるというかやっぱり東

大阪市は頑張らないといけないというのは事実なんですよね。それをどうするかという所で、

その辺りを今、今日の話でも様々なご意見あるいはご指摘頂きましたのでね、そこをいかにう

まく活用させて頂くかっていうことで、それから、先程の委員のお話の中で農家の方々の意識

の事もありましたけども、１つ参考になるかどうかわかりませんが、高槻市で景観計画を作っ

た時に、ですね、高槻市の南部にかけての神安土地改良区って言いますけども、そこの当時の

ヨシカワ委員長がおっしゃるのは、農家が農業をやめた時点で社会的責任を放棄しているって

かなりきつい言葉をおっしゃったんですね。委員がお住まいになっている三箇牧っていう地域

ですけども、ほとんど農地転用をしていないんです。 

それは、農業委員会が認めない。委員長自らがそういうご意志ですから、なかなかその申請

が上がって来ても認めて行かなかったってことでかなり積極的に農地が残っているんですね。

で、その隣の茨木市ですけども、委員長と一緒に視察させてもらった時に、あんたこれ見てみ、

と。全部倉庫に変わっている訳ですね。都市強化整備事業をしてその前に倉庫が出来上がって

いる、と。で、その、農家が土地貸しで管理人に走ったらこうなるよ、というようなお話を見
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事にされていました。 

今土地をお持ちの方がお金を目的に経営されようとするのか、あるいはもっと社会貢献とし

て農地、あるいは緑地を守って行こうというお気持ちなのか、そこがお一人、お一人の土地所

有者のお気持ちっていうのが非常に重要だっていうことなんですね。 

委員もおっしゃったような、市民の意識、特に土地所有者の意見をどのように社会貢献の方

に持って行けるのかという所も一方で非常に重要な話じゃないかなと思いましたし、先程委員

がご提供いただいたその大阪市の事例というのは、おそらく土地所有者の方が、ですね。もっ

とそのやはり農地、緑地というのを増やして行くっていうお気持ちになったからこそそちらの

方向に行って頂いているんじゃないかなと思います。 

その辺りもう少し色んな観点から分析をお願いできれば、様々な別の政策も増えて行くんじ

ゃないかなというのは思いますね。 

ただ、せっかくお金になる土地をそういう形でお金にしないで守って頂くっていうことに対

しての動機、モチベーションを高めて行く。あるいはそれに対しての報酬的な制度というのは

当然市役所の方も作って行かなければいけないと思いますけれど、そこをうまく組み合わせて

いければありがたいなと思いますけれども。いかがでしょうか。 

「委員」 

 今社会問題になっていますけども空き家対策という所ですね、空き家になってそれをとり壊

して、更地になりますよね。それをね、地域の方が先程話ありました、ちょっとした農園みた

いなものをすることによって、所有者の方は建物壊したらもう完全に１００％の課税をされま

すし、そこで貸し農園にすれば少し、農地になれば少し安くなるということで、そういう形で

建物を壊してもそれとそう変わらない位の税収、課税にして農業をやる形で課税できるような、

そういうことも可能にすると農地の保守というのが、ちょっと進むのでは無いか。 

「委員」 

 そのあたりの制度設計ですね。うまくやって行ければという風に思いますね。ちなみに固定

資産税は市の税金ですので市がいろいろできますので、相続税は国の税金ですからなかなか市

がどうこうは出来ないんですけど。固定資産税に関してはその制度設計ができるんじゃないか

なと思いますけれども。あとはいかがでしょうか。 
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「委員」 

 緑を増やすことはすごい賛成なんですけれども、そのあとの維持、ご理解ですね。そういう

まとまった緑に対して、周りの反発というのが結構あるんですよね。だからそういうまた決ま

り、みたいな。ここ言われても大丈夫ですよ、みたいなものをちゃんと作って行かないと大き

な所では維持していけないのかなと思うんですね。 

「委員」 

 ありがとうございます。先程委員にもおっしゃっていただいたように、市民が緑に対してど

ういう思い、意識を持っていらっしゃるのかっていう所ですよね。だから先程のご意見をもう

少しストレートに言わせて頂くと、緑があることが迷惑だと思っていらっしゃる市民の方もお

られるので。そこをどういう形でこう、皆さんが、緑が大切なんだと思って下さるように持っ

て行けるのかっていう所もさっきもまた考える必要があるかなと思います。 

「委員」 

 先程の高槻市の件でお話頂いたんですけど高槻さん茨木さんはちょっとこの辺とは環境が違

いますので、一概にお金どうのこうのは私の方では考えにくい、と考えているんですけど。例

えばこの辺の農地でしたらゴミ対策、違法駐車対策というのがございまして、緑地にすること

によってゴミを放られたり違法駐車が起こったりっていう懸念がやっぱりどうしてもあります

のでね。その対策も併せて市に、行政としてもお願いして行きたいと考えています。 

「委員」 

 脱線話になるかもしれませんけどもこの前たまたまご縁があってアーバンチャイルドこども

園で環境教育のお話をさせて頂いたんですけどね。あそこの周辺はかなり緑地がまだしっかり

と残っています。そういう意味では北側に花園中央公園というのがあって、南側には緑地が、

農地が広がっている。あの環境をどのように今後も確保して行けるのかということですよね。

そういう意味で委員がおっしゃったように緑のあるということによる弊害点が様々出ておりま

すし、あの辺り行かせて頂いてもやはり誰も使っていないだろうということで、車が置かれて

ましたのでその辺りも含めてですね。  

本日は、他にもしご意見がなければこれで終わりたいと思いますけれども、よろしゅうござ

いますでしょうか。 
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＜異議なしの声をいただく＞ 

それでは今日は１回目ということでかなりこう自由にご意見賜りましたのでまた今日の貴重

なご意見を参考にしながら、ですね。この計画づくりに反映をして頂ければなという風に思っ

ております。私も勉強させて頂きましたけれども、東大阪市は非常に厳しい状況だと思います

ので、その中でいかに知恵を絞りながら緑をより豊かに出来るのかということですね、必要で

あると思います。 

更に、東大阪は今７つのリージョンで区域分けされておられますが、やはり、東部、中部、

西部っていう昔の中心の３区分ですね、ここでかなり条件も違うと思いますので、その状況に

合わせながらそれぞれの地域ごとの緑地量をどうやって増やしていけるのかというのを、ご検

討いただければよりその地域らしい緑化が進んでいくんじゃないかなという風に期待をしてお

ります。それでは、今日は時間も時間になりましたので、これで審議は終了とさせて頂きます。

ありがとうございました。それでは、この後は事務局でお願いします。 

「司会」 

 それでは長時間にわたりまして、貴重なご意見たまわり、ありがとうございました。尚、本

日の審議会につきましては、事務局で議事録を作成し出席員の皆さんに内容の確認を頂いた後、

会長の了承を得て東大阪市みどり景観課のホームページに掲載し、一般に公開して参りたいと

思っております。今後の予定でございますが、今回諮問させて頂いた方針をふまえ、事務局に

て緑の基本計画改定に向けて作業を進めて参ります。また第２回の審議会は２月下旬を予定し

ております。 

それではこれをもちまして令和元年度第一回東大阪市緑の基本計画審議会を閉会致します。

委員の皆様本日は誠にありがとうございました。 

（部長よりあいさつがあり、審議会を閉会） 


